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　Ａさんはカタログ通販で商品を注文し、商品を受け
取りました。しかし、カタログを見てイメージしたも
のと手元に届いた商品にギャップがあり、返品したい
と販売会社に伝えました。ところが、販売会社からは
クーリングオフ制度がないため、返品には応じられない
と回答されてしまいました。確かに、カタログをよく
見ると、小さい文字で返品に応じられない旨が記載
されています。Ａさんは返品することができないので
しょうか？
◆──解説
　何かと忙しい現代では、直接お店に行かなくてもよ
い通販は非常に便利で、最近は日用品まで通販で購入
することができますから、通販を利用されている方は
多いのではないでしょうか。こういった通販は便利な
反面、実物を見ていませんから、初めて購入する商品
の場合、想像していたものと違った、ということもまま
あることでしょう。このような通信販売でも、最近
よく聞くクーリングオフ制度を利用して契約を解除す
ることができるのでしょうか。
　「クーリングオフ制度」というのは、クールする、
つまり頭を冷やす期間を設ける、ということであり、
契約締結に際して、よく考える時間がなかったりした
場合に、その後改めて考える期間を与えることを目的
とした制度です。具体的には、契約してから一定の期
間内であれば、理由を問わず、一方的に、消費者が契
約の取り消しや解除をすることができることになって
います。しかし、このクーリングオフ制度というの
は、どんな契約でも認められているわけではありませ
ん。基本的に、消費者が熟考する機会を与えられなか
ったかどうかが問題となります。通信販売は基本的に
消費者がじっくりと考えてから契約を締結できるの
で、クーリングオフ制度は認められていません。
　もちろん、例えば、Ｂという商品を買ったのに、Ｂ
とは違うＣという商品が送られてきた、という場合に

は、そもそも契約を履行したとはいえませんから、契
約を解除し、返品して、支払ったお金も返してもらえ
ます。しかし、Ｂという商品を買ったことには間違い
ないが、Ｂが自分が想像していたものとは違った、と
いう場合には、一応契約は履行されていますので、想像
と違うことを理由に契約を解除することは原則として
できません。
　もっとも、通信販売では、事前に実物を確認でき
ないことから、消費者保護のために、特別に、商品を
受け取った日から８日以内であれば、返品送料は購入
者の負担で、その売買契約の申し込みを撤回、または
解除することができるとされています。これはクーリ
ングオフ制度ではありませんが、通信販売に特別に認
められている解約制度です。クーリングオフ制度と違
うところは、これらの返品を受け付けない、という特
約が記載されていた場合には、この特約が優先するこ
とになることです。この場合には購入者が送料を負担
したとしても、購入者都合で返品することはできませ
ん。今回、Ａさんの場合は、小さな字ですが、返品に
応じられない旨が記載されていたということですの
で、返品はまず難しいでしょう。
　通信販売においては、必ず返品の可否、返品の期間
等条件、返品の送料負担の有無について、消費者がな
るべく見やすいように記載しなければならないことに
なっていますから、通販を利用する場合は、必ずこれ
らの返品規定を確認するようにしましょう。通信販売
は便利な反面、リスクもあります。便利な通販を利用
して、気持ちのよい買い物ができるとよいですね。
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